
第１０回臨時 田沢湖・角館・西木合併協議会 

 

           日 時  平成17年３月２７日（日）午後２時 

           場 所  田沢湖町総合開発センター 大集会室 

 

会 議 次 第 

 

１．開 会 

 

２．委嘱状の交付 

 

２．会長あいさつ 

 

３．会議録署名委員の指名について 

 

４．議 題               

    協議案第４号  合併の期日について（提案） 

    協議案第10号  議会議員の定数及び任期の取扱いについて（再協議） 

    協議案第11号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 

         （再協議） 

    協議案第60号 事務組織及び機構の取扱いについて（継続協議） 

    協議案第62号 地域自治組織の取扱いについて（提案） 

    協議案第63号 財産の取扱いについて（その２）（提案） 

  協議案第58号 新市建設計画(案)について（継続協議） 

 

   その他 

 

５．閉 会 



協議案第４号 
 
  

合併の期日について（提案） 
 
 
 
 合併の期日について、次のとおり提案する。 
 
 
 平成１７年３月２７日提出 
 
 

 合併の期日は、平成１７年９月２０日とする。 

 



協議案第１０号 
 
  

議会議員の定数及び任期の取扱いについて（再協議） 
 
 
 
 議会議員の定数及び任期の取扱い（再協議）について、次のとおり提案する。 
 
 
 平成１７年３月２７日提出 
 
 

 １． ３町村の議会議員は、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第 

  ６号）第７条第１項の規定を適用し、平成１８年４月３０日まで引き続き新市の議 
   会議員として在任する。 
 ２． 新市の議会議員の定数は、２４人とする。 

 



協議案第１１号 
 
  

農業委員会の委員の定数及び任期等の取扱いについて（再協議） 
 
 
 
 農業委員会の委員の定数及び任期等の取扱い（再協議）について、次のとおり提案す

る。 
 
 
 平成１７年３月２７日提出 
 
 

 １． 農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律（昭和 

  ４０年法律第６号）第８条第１項の規定を適用し、平成１７年１２月１９日まで引き 
   続き新市の農業委員会の委員として在任する。 
 ２． 選挙による委員の定数は、２０人とする。 
 ３． 旧町村を区域とする３つの選挙区を設け、各選挙区ごとの定数については、 
  合併時までに調整する。 

 



協議案第６０号 
 
  

事務組織及び機構の取扱いについて（継続協議） 
 
 
 事務組織及び機構の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 
 
 平成１６年１１月２６日提出 
 
 

 事務組織及び機構の取扱いについては、次のとおりとする。 

 （１） 新市の組織は、住民サービスが低下しないよう十分配慮する。 
 （２） 新市の事務組織及び機構は、「新市における事務組織・機構の整備方針」 
  に基づき整備する。 
 【新市における事務組織・機構の整備方針】 
 ① 住民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構 
 ② 住民の声を適正に反映できる組織・機構 
 ③ 指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構 
 ④ 各庁舎に住民がよく利用する窓口業務を行う「地域センター」を設置す 
  る組織・機構 
 ⑤ 行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構 
 ⑥ 新市建設計画が円滑に遂行できる組織・機構 

 
 



総務課 農林課 商工課

企画政策課 観光課

財政課

税務課 福祉事務所 市民課

管財課 環境防災課

国体事務局 保健課

会計課 建設課 病院事務局

都市整備課 企業局

事務局 下水道課

教育総務課

事務局 事務局 学校教育課

生涯学習課

事務局 文化財課

総合窓口課 総合窓口課 総合窓口課

地域振興課 地域振興課 地域振興課

　　収　入　役

　　議　　 　会

　 監 査 委 員    農 業 委 員 会

事 務 組 織 及 び 機 構 （案）

   産 業 観 光 部

   市 民 福 祉 部

　　総　務　部

   教 育 委 員 会

   地 域 セ ン タ ー

   公 営 企 業

田沢湖庁舎 西木庁舎 角館庁舎

   地 域 セ  ンタ ー

   選挙管理委員会

   地 域 セ  ンタ ー

   建  設  部



協議案第６２号 
 
  

地域自治組織の取扱いについて（提案） 
 
 
 地域自治組織の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 
 
 平成１７年３月２７日提出 
 
 

 市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条の４の規定に 

 基づく、地域審議会を設置する。 

 
 



 地域審議会について 

 

 合併後において、地域住民の声を施策に反映させ、きめ細かな行政サービスを実現さ

せるために、合併前における町村の協議により、合併前の町村の区域を単位として、地

域審議会を置くことができる。 

  

 

１ 設置の手続き 

 

 町村による協議  協議事項：構成員の定数、任期、任免その他組織及び運営に必要な事項

   ↓  

 町村議会での議決   

   ↓ 

  告 示 

      ※ 合併後に協議で定められた事項を変更する場合は、条例で定めることが必要

 

 

２ 設置の期間 

 

 合併特例法第５条の４には、「期間を定めて」とあるだけであるが、新市建設計画の変更の際

にはあらかじめ地域審議会の意見を聴くこととされていることから、新市建設計画の策定期間を

考慮する（他の事例ではおおむね１０年）ことが適当。 

  

 

３ 地域審議会の役割 

 

 ①長の諮問に対する審議 

  ・新市建設計画の変更（合併特例法第５条第８項） 

  ・新市建設計画の執行状況 等 

 ②長に対する意見 

  ・公共施設の設置・管理運営 

  ・福祉、廃棄物処理、消防等施策の実施状況 等 

 

 

４ 地域審議会の法的性格 

  

 地域審議会は、地方自治法第１３８条の４に基づく市町村長の附属機関に該当する。 

 



協議案第６３号 
 
  

財産の取扱いについて（その２） 
 
 
 財産の取扱い（その２）について、次のとおり提案する。 
 
 
 平成１７年３月２７日提出 
 
 

 （２） 田沢財産区、生保内財産区、雲沢財産区は、新市において存続する。 

 



 
財産の取扱いについて（財産区を除く・その２） 

 
 
 
 ［協定内容］ 
 
 

 財産の取扱いについては、次のとおりとする。 

 （１） ３町村の所有する財産、公の施設及び債務は、全て新市に引き継ぐものとす 
  る。 
 （２） 田沢財産区、生保内財産区、雲沢財産区は、新市において存続する。 

 
 ※財産区の取扱いについて（財産区を除く） 
    ・第２回合併協議会（Ｈ１５．５．２３）提案、確認済。 



　　　財産の取扱いについて（財産区）

  田沢財産区、生保内財産区、雲沢財産区は、新市において存続する。

・管理会委員数 　・管理会委員　　　　　　　　　　　　　　７名 　・管理会委員　　　　　　　　　　　　　　７名 　・管理会委員　　　　　　　　　　　　　　７名

・財産 　・土　地　　　　　　　　　　　  　　　１４，４１９，４８９㎡ 　・土　地　　　　　　　　　　　  　　　３１，５１３，６９３㎡ 　・土　地　　　　　　　　　　　 　　 １，７６４，１００．０㎡

　・立木の推定蓄積量　　　　　　　　　 １３０，８６３㎥ 　・立木の推定蓄積量　　　　　　　  　　４１７，６４０㎥ 　・立木の推定蓄積量　　　　　　　  　 　２９，９４１㎥

  ・有価証券（株券）　　　　　　　　　　 ３８，２５０千円

　・出資による権利（仙北東森林組合）　　１９８千円 　・出資による権利（仙北東森林組合）　　４２０千円

　・物　品（連絡用自動車）　　　　　　　１台 　・物　品（連絡用自動車）　　　　　　　１台

　・債　権（農林業振興資金預託金） 　９，０００千円 　・債　権（農林業振興資金預託金） ３０，０００千円

　・基　金（山村地域振興基金）　　　　　  　　６千円 　・基　金（生保内地域振興資金）　　 １５，０００千円 　・基　金（雲沢財産区造林基金）　　２３，１２７千円

雲沢財産区

協議事項 関係項目

調整の内容

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

(平成１５年度末）

事務事業名 田沢財産区 生保内財産区



協議案第５８号 
 
  

新市建設計画について（継続協議） 
 
 
 新市建設計画について、別添のとおり提案する。 
 
 
 平成１６年１０月２２日提出 

 


